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麺
法
理
輪
研
究
会
（
略
孵
、
恋
理
研
）
は
、
一
九
六
四
年
二
月
一
日
に
結
成
さ
れ
た
。
そ
の
事
の
起
こ
り
は
、
六
○
年
代
の
初
期
の

頃
に
京
都
大
学
で
日
本
公
法
学
会
（
略
禰
、
公
法
学
会
）
が
開
催
さ
れ
た
夜
、
当
時
『
政
治
学
研
究
叢
轡
』
（
勁
草
書
房
）
に
執
筆
し
て

い
た
メ
ン
バ
ー
の
災
会
が
あ
り
、
そ
の
席
で
鈴
木
安
蔵
先
生
が
挨
拶
の
中
で
「
い
ま
や
近
年
の
日
本
政
府
の
改
恋
動
向
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

憲
法
学
者
の
築
団
の
結
成
が
必
要
だ
」
と
強
調
さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
こ
に
は
、
黒
田
了
一
、
一
円
一
億
、
和
田
英
夫
、
小
林
孝
輔
、

（
１
）

星
野
安
三
郎
、
横
越
英
一
の
猪
先
生
と
私
と
石
橋
雄
二
氏
（
勁
草
瞥
房
）
が
出
席
し
て
い
た
。

早
速
そ
の
後
、
そ
こ
に
出
席
し
て
い
た
鈴
木
先
生
と
住
所
が
近
く
て
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
小
林
孝
輔
、
星
野
安
三
郎
の
両
先
生
が
、

鈴
木
先
生
を
代
表
と
す
る
集
団
つ
く
り
に
動
き
始
め
、
そ
の
最
初
、
そ
こ
に
居
合
せ
、
の
ち
に
鈴
木
先
生
を
立
正
大
学
の
専
任
教
授
と
し

て
就
任
い
た
だ
い
た
私
に
、
そ
う
し
た
若
手
研
究
者
梨
団
の
結
成
の
原
動
力
と
な
る
よ
う
に
、
と
の
要
請
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
桔

意
法
理
笛
研
究
会
の
創
設
の
目
的
（
永
井
）
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五

（
｜
）

憲
法
理
論
研
究
会
の
創
設
の
目
的

ｌ
社
会
科
学
と
し
て
の
題
法
学
の
探
究
Ｉ

永
井
憲
一

Hosei University Repository



（
２
）

憲
理
研
の
山
『
初
会
員
と
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
先
ず
①
は
、
将
来
会
員
と
な
る
若
手
研
究
者
を
染
め
る
た
め
に
、
主
に
宵
山
学
院
大
学
の
法
学
研
究
室
を
活
用
し
て
定
期
的
に

継
続
的
な
研
究
会
を
開
い
て
い
た
。
そ
こ
に
早
く
か
ら
参
加
さ
れ
た
の
が
、
澱
水
陸
、
佐
藤
司
、
山
崎
真
秀
、
野
中
俊
彦
、
岩
間
昭
道
さ

ん
達
で
あ
り
、
短
期
間
に
意
外
に
早
く
多
数
が
集
っ
た
。
次
に
②
は
、
憲
理
研
を
起
ち
上
げ
る
の
に
は
、
そ
れ
が
全
国
的
規
模
の
組
織
で

あ
る
こ
と
が
希
ま
れ
る
の
で
、
そ
の
組
織
化
の
た
め
に
注
目
し
た
の
が
、
当
時
、
関
西
で
田
畑
忍
先
生
を
中
心
に
組
織
的
な
研
究
活
動
を

継
続
し
て
い
た
『
葱
法
研
究
所
』
と
の
合
流
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
私
は
、
屡
々
京
都
へ
出
向
き
、
当
時
の
耶
務
局
長
の
上
田
勝
美
さ

ん
や
有
力
会
員
だ
っ
た
土
井
多
賀
子
さ
ん
と
お
会
い
し
て
、
そ
の
交
渉
に
成
功
し
た
。

か
く
し
て
恵
理
研
は
結
成
さ
れ
た
が
、
も
と
も
と
憲
理
研
は
、
主
に
弁
護
士
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
日
本
民
主
法
律
家
協
会
（
略
稻
、

日
民
協
）
の
中
の
意
法
委
員
会
が
母
体
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
が
当
時
の
内
閣
の
遡
法
調
査
会
の
動
向
を
批
判
す
る
「
今
日
の
憲
法

問
題
」
を
発
表
し
た
（
労
働
法
律
旬
報
五
○
五
号
、
六
三
年
一
一
月
上
旬
号
に
特
梨
）
際
に
執
証
し
て
い
た
メ
ン
バ
ー
が
中
心
と
な
っ
て

法
学
志
休
第
二
○
巻
第
二
号

七
六

成
ま
で
の
代
表
を
鈴
木
先
生
が
引
き
受
け
、
結
成
ま
で
の
幽
備
を
他
に
、
丁
度
そ
の
頃
、
竃
千
大
法
学
部
に
内
地
留
学
中
だ
っ
た
一
人
は
先

生
の
門
下
生
の
影
山
日
出
称
さ
ん
と
、
一
人
は
東
北
大
学
出
身
の
鈴
木
先
生
の
後
箪
に
当
た
る
針
生
誠
吉
さ
ん
と
、
も
う
一
人
は
当
時
東

大
法
学
部
の
大
学
院
生
だ
っ
た
隅
野
隆
徳
さ
ん
に
準
備
が
依
頼
さ
れ
、
こ
の
メ
ン
バ
ー
四
人
が
、
憲
理
研
創
設
の
頃
の
第
一
期
の
事
務
局

を
担
当
し
た
。

と
こ
ろ
が
懲
理
研
の
創
設
直
後
に
全
国
憲
法
研
究
会
（
略
禰
、
全
国
憲
）
が
結
成
さ
れ
、
そ
れ
に
針
生
さ
ん
と
隅
野
さ
ん
の
二
人
が
、

（｜｜）
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そ
の
事
務
局
員
と
し
て
引
き
抜
か
れ
、
私
も
当
初
は
懲
理
研
の
会
員
拡
大
を
目
的
と
し
て
参
加
し
た
の
だ
が
、
次
第
に
当
時
の
教
科
鶴
裁

判
連
動
の
中
に
埋
没
し
て
行
き
、
そ
の
訴
訟
対
策
委
員
会
の
事
務
局
長
な
ど
の
要
職
を
務
め
る
よ
う
に
ま
で
な
り
、
次
第
に
恵
理
研
の
耶

務
局
の
仕
事
が
怠
慢
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
な
る
と
影
山
さ
ん
一
人
の
負
担
が
Ⅲ
く
な
り
、
彼
は
懲
理
研
の
設
立
後
に
入
会
し
た
大
須
賀

明
、
吉
田
善
明
さ
ん
と
三
人
で
、
第
二
期
の
鞭
務
局
を
編
成
し
、
大
須
麺
さ
ん
が
駆
務
局
長
に
な
っ
た
。
多
分
六
六
年
頃
だ
っ
た
。

そ
う
か
と
言
っ
て
懲
理
研
と
全
国
遼
と
が
不
仲
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
一
九
七
七
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
文
献
選
巣
日
本
国
憲
法
』
の
各
巻
の
編
者
に
は
偏
り
な
く
両
者
か
ら
引
き
受
け
ら
れ
て
い
た
し
、
恵
理
研
は
独
自
の
研
究
会
を
継
続
的

に
行
っ
て
い
た
し
、
そ
こ
に
は
全
国
葱
メ
ン
バ
ー
も
多
く
参
加
し
て
い
た
。

（
３
）

そ
の
中
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
の
第
一
回
の
水
上
合
宿
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
鈴
木
先
生
を
は
じ
め
、
星
野
安
三

郎
・
上
野
裕
久
・
山
下
健
次
・
針
生
誠
吉
・
樋
ロ
隅
〒
野
中
俊
彦
・
岩
間
昭
道
・
山
崎
真
秀
・
佐
藤
司
・
杉
原
泰
雄
・
横
田
耕
一
・
大

須
賀
明
・
浦
田
賢
治
・
影
山
日
出
弥
・
吉
田
警
明
・
隅
野
隆
徳
の
諸
氏
と
私
と
竹
内
久
雄
（
敬
文
堂
会
長
）
・
阿
久
津
礼
二
（
敬
文
堂
社

（
４
）

長
）
の
両
氏
も
出
席
し
て
い
た
。
特
徴
的
だ
っ
た
の
は
、
そ
の
頃
の
憲
理
研
の
〈
ロ
宿
は
家
族
同
伴
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
代
表
の
鈴
木
先
生

か
ら
「
こ
れ
か
ら
の
恵
理
研
は
、
今
日
の
日
本
の
改
憲
動
向
と
鍵
正
面
か
ら
対
決
す
る
実
践
的
な
憲
法
理
論
を
創
造
し
て
い
く
集
団
と
な

る
の
だ
か
ら
、
政
府
か
ら
の
弾
圧
を
受
け
る
危
険
を
伴
う
の
で
、
そ
れ
に
向
け
て
早
く
平
素
か
ら
家
族
同
志
が
援
助
し
合
え
る
よ
う
な
関

係
を
持
ち
保
っ
て
置
く
こ
と
が
必
要
だ
」
と
い
う
提
言
に
基
づ
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
家
族
同
伴
合
宿
が
一
一
回
か
一
一
一
回
続
い
て
行
わ
れ

た
記
憶
が
あ
る
。
け
れ
ど
、
そ
の
ほ
か
何
回
、
何
処
で
行
わ
れ
た
か
、
な
ど
に
つ
い
て
は
明
確
な
記
憧
は
な
い
。

そ
の
後
の
恵
理
研
は
、
間
も
な
く
会
員
が
二
○
○
人
を
超
え
る
大
所
帯
と
な
り
、
則
始
者
の
鈴
木
先
生
も
認
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
多
種
、

（
５
）

多
様
な
発
展
の
方
向
を
辿
る
よ
う
に
な
っ
た
。

意
法
理
陰
研
究
会
の
別
段
の
目
的
（
永
井
）

七
七
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そ
し
て
一
九
六
五
年
に
は
文
部
省
は
「
期
待
さ
れ
る
人
間
像
」
を
公
表
し
、
ま
す
ま
す
教
科
書
検
定
を
強
化
し
、
過
去
の
戦
争
を
暗
く

表
現
し
過
ぎ
て
い
る
、
と
い
う
理
由
な
ど
で
家
永
教
科
書
（
高
校
用
歴
史
「
新
日
本
史
」
三
省
堂
）
を
不
合
格
に
し
た
り
な
ど
、
国
民
の

意
識
改
変
を
試
み
る
教
育
政
策
・
行
政
を
強
行
し
て
来
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
実
質
的
な
改
懲
政
策
動
向
に
対
し
て
、
全
国
的
に
大
規
模

な
国
民
の
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
た
の
が
”
教
科
書
裁
判
“
Ｉ
家
永
訴
訟
と
も
呼
ば
れ
た
ｌ
の
支
援
連
動
だ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
私

も
、
そ
の
運
動
の
中
に
埋
没
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
葱
理
研
が
創
設
初
期
に
標
傍
し
て
い
た
「
社
会
科
学
と
し
て
の
憲
法
学
」
つ
ま
り
、

従
前
の
よ
う
な
密
室
的
な
憲
法
解
釈
学
の
枠
を
超
え
、
実
践
的
な
方
法
に
よ
る
現
実
の
国
民
か
ら
の
要
求
に
応
え
ら
れ
る
意
法
学
の
課
題

と
方
法
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
確
信
し
、
提
唱
し
た
の
が
主
権
者
教
育
権
論
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
そ
れ
を
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
。
が
、
一
口
で
言
え
ば
、

な
お
、
主
題
か
ら
は
、
少
し
外
れ
る
が
、
創
設
当
時
の
懲
理
研
は
、
ど
の
よ
う
な
活
動
と
し
、
そ
れ
と
私
は
ど
う
関
っ
て
来
た
の
か
、

に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
置
き
た
い
。

（
６
）

遼
理
研
の
創
設
の
頃
に
は
、
こ
ん
な
政
治
的
背
景
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
九
五
一
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
お
よ
び
日
米
安
全
保

障
が
締
結
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
に
憲
法
を
改
正
し
て
軍
備
の
持
て
る
国
と
な
っ
て
欲
し
い
、
と
い
う
改
憲
要
求
が
強
く
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
政
府
は
、
一
九
五
一
一
一
年
一
○
月
三
○
の
池
田
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
会
談
に
お
い
て
「
教
育
と
広
報
と
に
よ
り
、
国
民

に
愛
国
心
と
自
衛
の
精
神
を
植
え
つ
け
さ
せ
る
こ
と
に
日
本
政
府
が
責
任
を
持
つ
」
と
い
う
解
釈
改
憲
の
方
途
を
選
ぶ
こ
と
を
宣
明
に
し

（
７
）

て
い
た
。

（一一一）

法
学
志
林
第
二
○
巻
第
二
号

七
八
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し
た
が
っ
て
、
当
時
か
ら
実
践
的
葱
法
学
の
方
法
を
志
し
た
私
は
、
教
科
番
裁
判
支
援
迎
勤
や
、
こ
れ
ら
の
判
決
に
対
す
る
マ
ス
コ
ミ

（
９
）

の
解
説
や
講
演
活
動
に
も
多
忙
だ
っ
た
。

ほ
か
に
も
葱
理
研
は
、
創
設
初
期
の
頃
、
公
法
学
会
に
対
し
て
、
①
理
事
の
選
挙
制
化
と
②
学
会
開
催
テ
ー
マ
へ
の
会
員
の
要
望
を
受

け
付
け
る
こ
と
な
ど
を
申
し
入
れ
た
り
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
①
に
つ
い
て
は
半
数
選
挙
制
が
②
に
つ
い
て
は
、
会
員
の
要
望
は
多
種
の

分
科
会
の
設
定
を
す
る
こ
と
が
実
現
さ
れ
た
り
し
た
。

そ
の
頃
の
私
は
、
形
式
的
に
は
噸
務
局
を
離
れ
て
も
、
実
際
は
迩
理
研
の
対
外
的
な
交
渉
役
を
背
負
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
全
国
研
究

（
Ⅲ
）

や
日
本
法
社
会
学
会
、
鰻
も
多
か
っ
た
の
は
東
京
教
育
法
規
研
究
会
’
数
回
に
及
ぶ
ｌ
な
ど
と
の
共
同
研
究
会
を
｛
け
っ
た
り
、
そ
の
成
果

の
一
つ
と
し
て
、
懲
理
研
が
中
心
と
な
っ
た
全
国
恋
と
東
京
教
育
法
研
究
会
と
の
合
同
の
「
教
科
鰯
裁
判
と
遜
法
」
な
る
テ
ー
マ
で
の
シ

（
川
）

ン
ポ
ジ
ー
ム
を
開
他
し
た
り
し
た
。
こ
れ
は
法
律
時
報
臨
時
増
刊
号
『
教
科
書
裁
判
』
（
一
九
六
九
年
八
月
号
）
に
掲
戟
さ
れ
て
い
る
。

窟
法
理
苫
研
究
会
の
別
段
の
目
的
（
赤
き

七
九

大
法
廷
）

て
い
る
。

憲
法
二
六
条
は
、
『
賎
解
日
本
国
懲
法
』
（
有
斐
閣
）
な
ど
に
よ
り
、
従
来
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
単
な
る
下
級
教
育
期
間
の
就
学
無
倣
を

新
た
に
国
民
に
保
障
し
た
（
修
学
無
倣
説
）
に
留
ま
ら
ず
、
す
べ
て
の
国
民
が
教
育
を
受
け
て
将
来
の
日
本
国
憲
法
が
保
陣
す
る
「
平
和

で
文
化
的
な
国
の
主
栖
者
と
な
る
こ
と
を
国
民
の
梅
利
と
し
て
保
障
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
論
理
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
論
理

（
８
）

が
星
野
安
三
郎
先
生
の
高
唱
し
て
い
た
平
和
的
生
存
権
論
で
あ
っ
た
。

こ
の
両
論
は
〃
教
科
書
裁
判
“
の
支
援
運
動
の
中
で
も
週
く
活
用
さ
れ
、
ま
た
、
こ
の
裁
判
の
最
初
の
判
決
と
な
っ
た
杉
本
判
決
（
昭

和
四
五
年
七
月
一
七
日
東
京
地
裁
）
に
も
、
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
自
負
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
、
教
育
内
容
に
関
す
る
教
育
行
政

権
の
介
入
を
排
斥
し
た
。
ま
た
、
そ
の
延
長
線
上
に
位
極
づ
け
ら
れ
る
学
力
テ
ス
ト
旭
川
駆
件
股
高
裁
判
決
（
昭
和
五
一
年
五
月
二
一
日

大
法
廷
）
で
は
「
国
が
教
育
の
大
綱
的
基
単
を
超
え
て
教
育
内
容
に
介
入
す
る
の
は
、
懲
法
二
六
条
、
’
’
’
一
条
に
も
反
す
る
」
と
明
言
し
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③
は
、
愈
理
研
の
発
足
当
時
の
行
事
や
出
来
事
な
ど
を
記
録
に
留
め
て
置
く
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
頃
か
ら
既
で
に
五
○
年
も
の
歳
月

を
経
て
い
る
の
で
記
憶
が
不
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
の
で
、
特
徴
的
だ
っ
た
恵
理
研
に
特
有
の
家
族
同
伴
合
宿
（
著
名
な
の
は

水
上
温
泉
合
宿
）
な
ど
を
紹
介
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
っ
た
。

特
に
上
記
②
の
資
料
を
収
架
し
て
記
録
し
、
そ
れ
を
保
存
し
、
会
員
の
内
外
の
研
究
に
役
立
て
た
い
、
と
い
う
私
の
願
望
が
強
く
あ
っ

た
。
そ
れ
が
今
回
、
法
学
志
林
に
掲
載
で
き
る
希
望
が
叶
い
、
喜
ん
で
い
る
。

こ
う
し
て
本
稿
を
書
い
た
。
こ
と
に
②
の
資
料
収
集
が
、
ほ
ぼ
完
全
な
も
の
に
仕
上
げ
ら
れ
た
の
に
は
、
私
の
憲
理
研
時
代
か
ら
の
友

本
稿
は
、
遭
理
研
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
紹
介
し
た
い
と
い
う
目
的
で
、
本
会
の
初
期
か
ら
の
メ
ン
バ
ー
で

あ
っ
た
私
に
「
憲
理
研
の
創
設
の
頃
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
一
文
を
書
い
て
欲
し
い
、
と
の
水
島
朝
穂
代
表
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
の
に
応

え
て
、
そ
の
”
下
書
き
〃
と
し
て
書
い
た
メ
モ
に
基
づ
く
。

し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
な
理
由
と
意
図
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

①
は
、
恵
理
研
の
創
設
に
至
る
ま
で
の
経
過
を
記
録
し
て
置
く
こ
と
。

②
は
、
そ
の
頃
に
恵
理
研
の
主
に
事
務
局
か
ら
出
さ
れ
た
文
書
や
、
そ
の
後
の
恵
理
研
の
発
展
過
程
に
出
さ
れ
た
文
瞥
な
ど
を
資
料
と

し
て
整
理
し
て
置
く
こ
と
。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
「
註
」
な
ど
が
使
用
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ
で
は
、
よ
り

完
全
な
も
の
が
出
来
に
く
い
た
め
。
本
稿
に
は
、
ほ
ぼ
、
そ
れ
が
全
体
と
し
て
承
握
で
き
た
の
で
、
記
録
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
で
あ
っ
た
。

あ
と
が
き 法
学
志
林
第
二
○
巻
第
二
号

八
○
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人
、
針
生
誠
吉
、
隅
野
隆
徳
、
野
中
俊
彦
、
辻
村
み
よ
子
、
山
内
敏
弘
、
金
子
勝
さ
ん
達
に
多
大
な
援
助
を
頂
戴
し
た
こ
と
に
拠
る
。
こ

こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

（
８
）
こ
の
二
者
の
主
張
侭
、
同
時
に
小
林
孝
輔
・
星
野
安
三
郎
縞
『
日
本
国
懲
怯
史
考
Ｉ
戦
後
の
懲
法
政
治
」
（
’
九
六
三
雫
法
律
文
化
社
）
の
中
か
ら

始
ま
っ
た
。
そ
の
中
に
星
野
先
生
は
第
一
部
第
一
章
の
「
平
和
的
生
存
極
序
鎗
」
を
書
き
、
私
は
同
第
七
章
の
「
教
育
樋
の
理
念
と
現
実
」
を
書
い
て
い
る
。

な
お
私
の
主
張
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
永
井
憲
一
箸
『
主
樅
者
教
育
柿
の
理
論
』
（
一
九
九
一
年
、
三
省
堂
）
を
読
ま
れ
た
い
。
星
野
先
生
の
業
績
に
つ
い
て

は
、
永
井
恵
一
「
星
野
安
三
郎
先
生
の
実
践
的
憲
法
学
の
成
果
を
讃
え
る
」
（
新
名
学
圏
私
学
教
育
研
究
所
編
「
星
野
安
三
郎
先
生
・
人
と
学
問
』
（
二
○
’
一

（
７
）
そ
れ
に
つ
い
一

ら
告
白
し
て
い
る
。

（
１
）
こ
こ
に
列
挙
の
猪
先
生
方
は
、
全
員
が
恵
理
研
結
成
当
初
か
ら
会
員
と
な
っ
て
い
た
。

（
２
）
惑
理
研
の
結
成
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
安
蔵
「
社
会
科
学
と
し
て
の
意
法
学
の
基
本
問
題
」
、
針
生
誠
吉
・
影
山
日
出
弥
「
日
本
憲
法
学
の
批
判
と

榊
造
」
（
共
に
『
意
法
理
箔
研
究
ニ
ュ
ー
ス
創
刊
号
、
一
九
六
六
年
五
月
、
評
論
社
に
収
録
）
を
参
照
。
ま
た
、
そ
の
頃
に
影
山
さ
ん
が
個
人
で
書
か
れ
た
自

筆
（
ガ
リ
版
）
の
「
憲
法
理
強
研
究
会
の
（
１
）
発
会
の
趣
旨
と
状
況
、
（
２
）
恵
理
研
の
状
況
、
（
３
）
恵
理
研
の
今
後
の
方
向
に
つ
い
て
」
の
文
書
が
会
員

全
体
に
配
付
さ
れ
て
い
る
。
貴
重
な
必
読
の
資
料
で
あ
る
。

（
３
）
恵
理
研
削
没
後
の
足
跡
に
つ
い
て
は
、
①
は
、
大
須
賀
明
「
迩
理
研
三
○
年
に
よ
せ
て
」
（
法
律
時
報
六
六
巻
六
号
、
一
九
九
四
年
五
月
号
）
、
②
は
、
恵

理
研
鯛
務
局
（
辻
村
み
よ
子
事
務
局
長
）
編
『
恵
理
研
三
○
年
の
あ
ゆ
み
二
九
六
四
～
一
九
九
四
年
）
』
③
は
、
金
子
勝
「
憲
法
理
論
研
究
会
研
究
会
小
史
」

二
九
八
九
年
五
月
一
一
日
）
（
手
書
き
）
に
詳
し
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
こ
の
水
上
合
宿
に
は
、
私
が
学
生
時
代
か
ら
懇
意
に
し
て
頂
い
て
い
た
敏
文
糞
の
竹
内
久
夫
社
長
と
息
子
の
礼
こ
さ
ん
ｌ
よ
く
ゴ
ル
フ
も
御
一
緒
し
た

ｌ
も
出
席
し
て
く
れ
て
い
た
．
こ
の
敏
文
堂
か
ら
七
九
年
以
後
の
『
恵
理
研
ニ
ュ
ー
ス
』
が
両
刊
さ
れ
た
し
、
そ
の
後
の
懲
醗
研
の
研
究
成
果
で
あ
る
「
憲

法
理
鎗
研
究
叢
書
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
明
細
は
、
上
記
『
憲
理
研
三
○
年
の
あ
ゆ
み
」
の
一
二
頁
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
鈴
木
安
蔵
「
一
九
七
一
隼
腱
学
会
瓢
醤
・
憲
法
璽
論
研
究
会
総
会
ｌ
鰭
襲
後
紀
」
（
立
正
法
学
第
五
巻
一
・
二
号
）
参
照
．

（
６
）
永
井
憲
一
編
『
戦
後
政
治
と
日
本
国
葱
法
」
二
九
九
九
年
三
省
堂
）
の
ほ
か
、
詳
細
は
利
谷
信
義
・
永
井
恵
一
編
『
憲
法
資
料
（
全
五
巻
、
一
九
八
七

年
三
省
堂
）
の
主
と
し
て
第
四
巻
を
参
照
。

（
７
）
そ
れ
に
つ
い
て
は
当
時
、
池
田
内
閣
を
支
え
、
の
ち
に
首
相
と
な
っ
た
宮
沢
喜
一
氏
自
身
が
、
そ
の
箸
『
戦
後
政
治
の
狂
言
』
（
読
売
新
聞
社
）
中
で
目

は
、
永
井
恵
一
「
星
野
安
三
皷

年
縞
者
刊
）
を
読
ま
れ
た
い
。

八
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そ
の
創
始
者
と
な
っ
た
。

（
皿
）
そ
の
他
、
私
の
研
究

ぴ
永
井
憲
一
「
私
の
教
壇

山
さ
ん
の
番
か
れ
た
恋
評

尤
の
で
忘
れ
ら
れ
な
い
。

（
９
）
数
多
く
の
誠
演
に
出
向
く
の
に
、
日
帰
り
で
１
週
に
３
度
も
羽
田
空
港
を
利
用
し
た
り
も
し
た
。
ま
た
テ
レ
ビ
や
新
聞
報
適
な
ど
で
も
、
例
え
ば
最
高
裁

学
テ
判
決
に
は
、
同
日
の
読
売
新
聞
と
毎
日
新
聞
の
夕
刊
の
双
方
に
コ
メ
ン
ト
を
醤
い
た
り
な
ど
し
て
い
た
。

（
皿
）
こ
の
東
京
教
育
法
規
研
究
会
を
全
国
的
な
規
模
に
発
展
さ
せ
た
の
が
今
日
の
日
本
教
育
法
学
会
で
あ
っ
た
。
私
は
、
兼
子
仁
、
平
原
春
好
さ
ん
と
共
に
、

法
学
志
林
第
一
一
○
巻
卯
二
号

八
二

ま
た
、
そ
の
頃
に
私
が
鎗
文
と
し
て
密
い
た
も
の
に
は
「
戦
後
教
育
行
政
と
憲
法
上
の
鎗
点
（
教
育
六
六
年
一
二
月
号
）
、
ま
た
「
国
の
教
育
梱
と
教
育

内
容
行
政
の
限
界
（
１
）
」
（
立
正
大
学
経
済
学
学
報
一
九
六
九
年
二
月
号
）
お
よ
び
「
教
育
内
容
の
梅
力
支
配
過
程
」
（
立
正
法
学
三
巻
三
、
四
号
）
な
ど
が

あ
る
。そ
の
他
、
私
の
研
究
足
跡
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
永
井
憲
一
「
葱
法
と
教
育
と
共
に
」
（
二
○
○
一
年
、
エ
イ
デ
ル
研
究
所
、
自
費
出
版
、
無
料
）
お
よ

井
憲
一
「
私
の
教
壇
生
活
と
社
会
活
動
の
足
跡
』
（
二
○
二
年
、
エ
イ
デ
ル
研
究
所
、
自
費
出
版
、
無
料
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
こ
の
頃
に
影

ん
の
番
か
れ
た
寄
評
「
永
井
懲
一
「
憲
法
と
教
育
基
本
権
－
１
教
育
法
学
の
た
め
に
」
（
立
正
法
学
四
巻
二
・
三
号
）
は
、
実
に
見
耶
な
”
智
評
“
だ
っ
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